
上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付
請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆
様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送り
いたします。

第45回定時株主総会資料
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項

●　事業報告

「新株予約権等の状況」

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」

●　連結計算書類

「連結株主資本等変動計算書」

「連結注記表」

●　計算書類

「株主資本等変動計算書」

「個別注記表」

第45回（2023年７月１日から2024年６月30日まで）

株式会社システムサポート



新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
当社は、取締役会において、次のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めてお

ります。
⑴ グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制
① グループの社会的責任に対する基本姿勢を示す「システムサポートグループ行動規範」を

制定し、また、グループの役職員が法令や社内規程に従いかつ高い倫理観をもって良識あ
る行動をとれるよう、グループの役職員への企業倫理意識の浸透・定着を図ります。

② 社会規範、企業倫理に反する行為を防止・是正し、グループ内のコンプライアンスを徹底
するために、「コンプライアンス統括委員会」を設置し、コンプライアンスの維持向上に
努めるとともに、コンプライアンスに関する報告相談窓口を当社及び外部弁護士事務所に
設置します。

③ 反社会的勢力の排除に関しては、一切の関係を排除し、不当な要求に対しては、弁護士や
警察等と連携し、組織的に対応する体制を構築します。

④ グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を定
め、必要な体制の整備・改善に努めます。

⑤ グループの業務遂行が、法令、社内規程等に則って適正に行われていることを監査すると
ともに、必要に応じて改善のための提言を行うため、当社に内部監査室を設置し、各業務
執行部門から独立かつ代表取締役社長直轄の組織として内部監査を実施するとともに、そ
の結果を取締役会・監査等委員会に報告いたします。

（運用状況の概要）
コンプライアンス統括委員会を年２回開催し、グループ内のコンプライアンス活動に関す
る方針策定や重要課題への対応について検討しております。グループ共通の行動規範等を全
役職員に周知するため、ＷＥＢを活用した研修を定期的に実施しており、2024年６月期に
おいてはハラスメント及び労務管理を重点課題とした階層別の研修を実施いたしました。
反社会的勢力の排除に関して、「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき取引先の調査を
実施し、一切の関係排除に努めております。
「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づきグループの財務報告の信頼性を確保するた
め、経理部門の体制強化に努めております。また、内部統制委員会を年３回開催し、当社グ
ループにおける体制の整備、運用、評価結果について報告がなされ、必要に応じて改善を行
っております。
「内部監査規程」に基づき、グループの業務遂行が法令、社内規程等に則って適正に行わ

れているかどうかについて、内部監査の実施より確認し、その結果を取締役会及び監査等委
員会へ報告しております。

－ 2 －



⑵ グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 組織的かつ効率的な業務遂行のために、グループ各社の重要な意思決定についてグループ

全体で統制すべき事項を明確にするとともに、適時に情報を共有するため、「関係会社管
理規程」を制定し運用いたします。

② グループの経営目標を中期経営計画及び年度計画の中で定め、施策として展開・具体化し
ます。年度目標の達成に向けては、定期的に開催する「グループ代表者会議」において、
事業上の課題及び対応を検討します。

（運用状況の概要）
グループ各社の重要な意思決定に関わる事項については、関係会社管理規程に基づき必要
な報告又は決議の手続きを経るとともに、毎月開催しているグループ代表者会議において、
グループ各社の経営状況の把握、事業上のリスクや課題の早期発見と対応に努めるべく検討
を実施しております。

⑶ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 当社の取締役の職務執行に係る決議・決裁・報告の内容は、「取締役会規程」において定

められた保存期間・保存形式にて保存します。また、取締役、会計監査人からの要請があ
った場合には、速やかに閲覧可能な対応を実施します。

② 情報の保護については、代表取締役社長が情報セキュリティ管理責任者（以下「ＣＩＳ
Ｏ」と記載）を任命し、ＣＩＳＯを委員長とした情報セキュリティ委員会を設置し、情報
に関するリスク管理を統括する体制を整備するとともに、経営者による定期的なレビュー
の実施及び内部監査部門や外部審査機関による定期的な監査や審査を実施し、情報セキュ
リティ水準の維持向上に努めます。

（運用状況の概要）
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録及び計算書類等について、法令の定めに則り適
切に保存・保管しております。その他の取締役の職務執行に係る決議・報告の内容は、会議
議事録又は稟議書等により所定の場所に保管され、必要な場合に速やかに閲覧が可能となっ
ております。情報の保護については、情報セキュリティ委員会を中心としたマネジメントシ
ステムの運用により適切に管理されており、毎年外部審査機関による審査を受け、管理運用
水準の維持向上に努めております。
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⑷ グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① グループの損失の危険の管理については、「リスク管理委員会」を設置し、企業経営・事

業継続に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、分類し、評価することにより、グループを
取り巻くリスクを適切に管理し、リスク管理体制の維持向上に努めます。

② 企業倫理、コンプライアンス、情報管理、品質管理、インサイダー取引の未然防止、防災
対応の各分野において、必要な規程又はマニュアル等を整備し、事前の損失防止に努めま
す。

③ 当社の内部監査室は、グループ全体のリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、「関
係会社管理規程」等の規程、規則に従い、代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告
し、改善策が講じられる体制を整備します。

（運用状況の概要）
コンプライアンス、環境、品質、その他のリスクについて、リスクの顕在化と拡大防止の
ため、リスク管理委員会、コンプライアンス統括委員会、情報セキュリティ委員会、管理本
部、経営企画部、内部監査室が相互連携しながらリスク管理体制の強化を推進しておりま
す。
当社の主要事業である一括請負のシステム開発案件について、品質、コスト、納期など計

画通り案件が進捗しているかの状況把握と、課題がある場合には早期に必要な対策を講じる
ため、管理本部に設置したプロジェクトマネジメントオフィスグループによる開発案件の第
三者レビューの仕組みの運用により、案件リスクの早期発見及び赤字低減に努めておりま
す。

⑸ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の重要な事項については、「関係会社管理規程」等の規程、規則に従い、当社への報

告、当社での決裁等がなされる体制を整備します。
（運用状況の概要）

子会社の取締役には、当社の業務執行取締役が少なくとも１名以上就任しており、子会社
の取締役等の職務の執行に関して、関係会社管理規程に基づき、当社に必要な報告等を実施
しております。
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⑹ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等
委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項
① 監査等委員会運営を効率的に行い、監査等委員会監査の実効性を高めることを目的とし

て、当社監査等委員会の指揮命令に従って監査等委員会の職務を補助する当社の使用人若
干名を、監査等委員会スタッフとして従事させます。

② 監査等委員会スタッフの選任については、予め監査等委員会の同意を得るなど、業務執行
者からの独立性を確保します。

（運用状況の概要）
監査等委員会の職務を補助するため、使用人３名を兼任で監査等委員会スタッフとして従
事させております。なお、監査等委員会から事前にスタッフ選任の同意を得て、業務執行者
からの独立性の確保に努めております。

⑺ グループの取締役等が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委
員会への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを受けないことを確保するための体制
① 当社の監査等委員は、監査等委員会を代表して、重要な会議に出席し、グループの経営状

態・意思決定プロセスについて常に把握する機会を確保します。
② 当社の監査等委員会に対しては、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、コンプラ

イアンスに関する報告相談窓口に寄せられた情報、予め取締役と協議して定めた監査等委
員会に対する報告事項等について、適切かつ有効に報告がなされる体制を整備します。

③ 当社の監査等委員会に対して、内部監査室は内部監査に関わる状況とその監査結果の報告
を行い、監査等委員会は当社の代表取締役等又は取締役会に対し、必要に応じて調査を求
めます。

④ 報告相談窓口に通報した者への報復行為を禁ずる条項を「コンプライアンス通報窓口運営
要領」に明記し、報告相談行為を理由とする不利な取扱いがなされないことを確保しま
す。

（運用状況の概要）
常勤監査等委員は、当社グループ各社が定期的に開催する重要な会議等に参加もしくは議

事録等により内容を把握し、グループの意思決定プロセスやコンプライアンス等の状況把握
ができる体制としております。
コンプライアンスに関する報告相談窓口は、社内においては、当社が指定する従業員又は
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常勤監査等委員、社外においては、外部弁護士事務所、と複数ルート設置しており、報告相
談事案に応じて、通報者が選択できるようにしております。報告相談窓口に通報した者への
報復行為を禁ずる条項を「コンプライアンス通報窓口運営要領」に明記し、報告相談行為を
理由とする不利な取扱いがなされないことを確保しております。

⑻ 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員の監査費用については、監査等委員からの申請に基づき、当社が負担しま

す。
（運用状況の概要）

監査等委員の監査費用等職務の執行に必要な費用については、監査等委員会が必要と考え
る金額を適正に予算措置するとともに、予算策定時に想定していなかった事由による費用に
ついても、当社が負担しております。

⑼ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社の監査等委員会の執行部門からの独立を確保するとともに、当社の監査等委員は代表

取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見
を交換し、必要と判断される検討又は対応事項の要請を行います。

② 当社の監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換
を行います。

（運用状況の概要）
当社の監査等委員会は、代表取締役との意見交換会を年２回以上実施し、内部統制システ

ムの構築と運用状況、会社が対処すべき経営課題等に関して、ディスカッションを実施して
おります。
当社の監査等委員会は、会計監査人と四半期毎にコミュニケーションを図り、互いの監査
計画の説明、監査状況の共有等、意見の交換を実施しております。
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(2023年７月 1 日から
2024年６月30日まで)
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 723,323 549,837 2,923,524 △18,826 4,177,860
当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △362,424 △362,424
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,224,420 1,224,420
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額
( 純 額 )

当連結会計年度変動額
合 計 － － 861,996 － 861,996

当連結会計年度末残高 723,323 549,837 3,785,521 △18,826 5,039,857

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計為替換算

調整勘定
退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 9,402 △62,617 △53,215 4,124,644
当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △362,424
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,224,420
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額
( 純 額 )

6,695 62,617 69,313 69,313

当連結会計年度変動額
合 計 6,695 62,617 69,313 931,309

当連結会計年度末残高 16,097 － 16,097 5,055,954

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
・連結子会社の数　 ７社
・連結子会社の名称 株式会社イーネットソリューションズ

株式会社Ｔ４Ｃ
株式会社ＳＴＳメディック
株式会社アクロスソリューションズ
株式会社ＳＴＳデジタル
STS Innovation,Inc.
STS Innovation Canada Inc.

・連結の範囲の変更 2023年10月より、新たに設立した株式会社ＳＴＳデジタルを連結の範囲に
含めております。

⑵ 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ. 棚卸資産

・商品及び製品
個品管理を行っているもの 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。
上記以外のもの 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。
・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。
・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

－ 9 －



② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を
採用しております。
但し、当社及び国内連結子会社は1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附
属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　　　3～41年
車両運搬具　　　　２～５年
工具、器具及び備品　２～20年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・市場販売目的ソフトウエア 見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。
・自社利用ソフトウエア 社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しており

ます。
・その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

ハ. リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び連結子会社は一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、国内連結子会社は支
給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ. 品質保証引当金 客先納入後の品質担保等の費用に備えるため、当社及び国内連結子会社
の実績率に基づき算出した発生見込額を計上しております。また、個別
に見積可能な費用については、発生見込額を見積計上しております。

ニ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、当社及び国内連結子会社の役員退職
慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。
イ.受注制作のソフトウエア開発

契約に基づく開発作業を進めるにつれ顧客に対する履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足
に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、プロジ
ェクトの総見積原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合（原価比例法）によって算定してお
ります。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費
用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。また、
契約における開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約に
ついては、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。さらに、作業工数等に基づき、
履行が完了した部分に対する対価の額を顧客から受け取る権利を有している場合には、請求する権利を
有している金額で収益を認識しております。

ロ.サービス提供型業務
契約期間の経過に応じてサービス提供が行われる取引については、当該サービス提供期間内で日々履

行義務を充足していると判断し、期間経過に応じた収益を認識しております。
ハ.ライセンスの供与

当社グループにおける主なライセンスであるソフトウエアについては、供与後に当社が知的財産の形
態又は機能性を変化させる活動又はライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を
実施する義務を負わないため、使用権として一時点（ライセンス供与時）で収益を認識しております。
ソフトウエアがクラウドサービス上で提供される場合には、通常、それらを単一の履行義務として、ク
ラウドサービスの収益と同じ時期で収益を認識しております。ソフトウエアをサポートサービスと合わ
せて販売している場合には、通常、それぞれ別個の履行義務として、ソフトウエアにかかる収益とサポ
ートサービスにかかる収益は別個に認識しております。

ニ.製品・ソフトウエア販売
製品・ソフトウエア販売の主な内容はサーバーやネットワーク機器等のハードウエアまたはソフトウ

エアの販売及び保守です。これらの履行義務は、ハードウエア、ソフトウエア等の販売は顧客に引き渡
した時点、保守はサービスの提供期間にわたり充足していくと判断しております。そのため、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、もしくは、移転するにつれて収益を認識しております。

なお、上記いずれの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから概ね３ヵ月以内に受領してお
り、重要な金融要素を含んでおりません。
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⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。
確定拠出年金制度の退職給付に係る費用は、拠出時に費用として認識し
ております。
また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を用いた簡便法を適用しております。

ロ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等
の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部
における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

ハ. のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、７年間の定額法により償却を行っておりま
す。
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のれん 141,322千円

当連結会計年度売上高 13,912,692千円
上記のうち、進捗中のプロジェクトにつき原価比例法により計上した金額 448,818千円
当連結会計年度契約資産 407,395千円

２. 会計上の見積りに関する注記
⑴ のれんの評価

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．算出方法

のれんは被取得企業の事業計画に基づき算定された企業価値を基礎とした取得原価が、企業結合日に
受け入れた資産及び引き受けた負債の純額を上回った場合に、その超過額を計上しております。当社グ
ループでは、子会社の事業計画の達成可能性に疑義が生じるなど超過収益力に毀損が認められる場合に
は、相当の減損を行うこととしております。

ロ．主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りについては対象会社の直近の事業計画達成状況、受注実績や受注予

測、対象会社を取り巻く経営環境、及び市場の動向などに基づき策定された翌連結会計年度の事業計画
等を基礎として算出しております。事業計画等の主要な仮定は売上成長率、売上原価率、販売費及び一
般管理費の見込額であります。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来キャッシュ・フローの見積りに係る主要な仮定は、不確実性が高く、事業計画との乖離が生じる

可能性があります。事業計画との乖離が生じた場合、翌連結会計年度に減損損失が発生する可能性があ
ります。

⑵ 受注制作のソフトウエア開発に係る収益認識
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．算出方法

売上高は履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識され、履行義務の充足に係る進捗度は主としてプ
ロジェクトの総見積原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合（原価比例法）によって算定し
ております。

ロ．主要な仮定
原価比例法による履行義務の充足に係る進捗度の算出に用いた主要な仮定は、プロジェクトにおける

総見積原価を構成する人件費及び外注費に係る作業工数であり、専門的な知識と経験を有するプロジェ
クトマネージャーが工数見積りを行っております。
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営業債権及びその他の債権 27千円
⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 549,277千円

当座貸越極度額 2,570,000千円
借入実行残高 700,000千円

差引額 1,870,000千円

受取手形 1,694千円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 81,734千円

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
プロジェクトの総見積原価を構成する人件費及び外注費の作業工数の見積りは、各プロジェクトに対

する専門的な知識と経験を有するプロジェクトマネージャーによる判断を伴うものであり、見積作業工
数の変動により、各連結会計年度の売上計上額に重要な影響を与える可能性があります。

3. 追加情報
(退職給付制度の移行)
当社及び一部の連結子会社は、2023年７月１日付で確定給付企業年金制度を確定拠出企業年金制度へ全額

移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 2016年12月16日)及
び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 2007年２月７日）
を適用しております。

これに伴い、当連結会計年度において、退職給付制度終了益22,988千円を特別利益に計上しております。

4. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 資産から直接控除した貸倒引当金

⑶ 当座貸越契約
　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行９行との当座貸越契約を締結しておりま
す。この契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりでありま
す。

⑷ 契約負債
　　流動負債「その他」のうち、契約負債の残高は311,857千円であります。
⑸ 期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計
年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前連結会計年度の期末残高に含まれてお
ります。

5. 連結損益計算書に関する注記
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株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末の
株 式 数

普通株式（株） 10,380,000 － － 10,380,000

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末の
株 式 数

普通株式（株） 25,026 － － 25,026

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 3 年 ９ 月 2 7 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 176,034 17 2023年６月30日 2023年９月28日

2 0 2 4 年 ２ 月 7 日
取 締 役 会 普通株式 186,389 18 2023年12月31日 2024年３月15日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年９月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 227,809 22 2024年６月30日 2024年９月27日

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

⑶ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

⑷ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
　普通株式　　　　　　20,000株
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金(※2) 211,610 209,918 △1,691

７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な金融資産に限定し、また、資金調達につい
ては主に銀行借入による方針であります。
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関して
は、与信管理規程に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延のおそれがあると
きは営業部門と連携し、速やかに適切な処理を行っております。
　営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、その全てが１年以内の支払期日であります。
　これらの営業債務や借入金等は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グルー
プでは、各社が月次で資金繰予定表により適正な手元資金の流動性を維持することにより管理しておりま
す。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2024年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（単位：千円）

(※1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」及び「未払費用」について
は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
ります。

(※2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金とされている金額も含めております。

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分解しています。
レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。
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区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金 － 209,918 － 209,918

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 4,253,313 － － －
売掛金 3,067,883 － － －

合計 7,321,196 － － －

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

短期借入金 700,000 － － －
長期借入金 44,488 133,432 30,440 3,250

合計 744,488 133,432 30,440 3,250

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を
基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

（注3）長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）
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報告セグメント

合計クラウドイ
ンテグレー

ション

システムイ
ンテグレー

ション
アウト

ソーシング プロダクト 海外

一時点で移転され
る財又はサービス 952,657 1,791,298 194,457 152,229 － 3,090,642

一定の期間にわた
り移転される財又
はサービス

6,264,797 9,986,037 1,849,363 617,580 221,458 18,939,237

顧客との契約から
生じる収益 7,217,454 11,777,336 2,043,821 769,809 221,458 22,029,880

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への
売上高 7,217,454 11,777,336 2,043,821 769,809 221,458 22,029,880

当連結会計年度期首
（2023年７月１日）

当連結会計年度末
（2024年６月30日）

顧客との契約から生じた債権 2,783,329 3,131,767

契約資産 466,140 407,395

契約負債 251,151 311,857

８. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　連結注記表の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　⑷会計方針に関す
る事項　④重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま
す。

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

－ 18 －



⑴ １株当たり純資産 488円26銭
⑵ １株当たり当期純利益 118円24銭

　契約資産は、主に顧客との契約について期末日時点で完了しているが未請求の作業に係る対価の当社グ
ループの権利に関するものであります。
　契約負債は、主に履行義務の充足の時期に収益を認識する契約について、支払条件に基づいて顧客から
受け取った期間分の前受金に関するものであり、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、235,266千
円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適
用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、
取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
⑴ 連結子会社による事業譲受

　当社は、2024年４月19日開催の取締役会において、当社連結子会社であるSTS Innovation, Inc.（以
下、STS Innovation）が、MultiNet International Inc.（以下、MultiNet International）の全ての事
業を譲受けることを決議し、2024年４月19日付で事業譲受契約を締結しました。当契約に基づき2024年
７月１日付で事業の譲受を完了いたしました。

①事業譲受の概要
イ．事業譲受を行う主な理由

当社連結子会社のSTS Innovationは、米国カリフォルニア州を拠点にシステムインテグレーション
やビジネスプロセス・アウトソーシング、人事コンサルティング、マーケティング支援サービスを展開
する他、当社グループにおける先進のＩＴサービスのリサーチ機能を担っております。MultiNet 
Internationalは、1994年米国ニューヨーク州に設立以来、日系のＩＴソリューションプロバイダーの
草分けとして、30年に亘り主に在米日系企業や政府系機関に対しシステムインテグレーションやＤＸコ
ンサルティング、クラウド関連サービスを展開しております。今回の事業譲受により、米国西海岸に加
え米国東海岸・中西部・南部の顧客に対し両社のサービスを展開することが可能となり、今後の事業拡
大を見込んでおります。

ロ．相手先企業の名称及びその事業の内容
相手先企業の名称　　MultiNet International Inc.
譲受事業の内容　　　システムインテグレーション、ＤＸコンサルティング、クラウド関連サービス
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取得の対価 現金 250,905千円
取得原価 250,905千円

ハ．事業譲受日
2024年７月１日

ニ．企業結合の法的形式
現金を対価とする事業譲受

②譲受事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

(注)2024年７月１日のレートで換算し、日本円で表記しております。
③主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　24,854千円
④発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。
⑤事業譲受日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びに主な内訳

現時点では確定しておりません。

⑵ 取得による企業結合
　当社は、2024年６月20日開催の取締役会において、株式会社コミュニケーション・プランニングの株
式を取得し、子会社化することを決議し、当該決議に基づいて2024年７月26日付で株式取得の手続きを
完了しております。

①企業結合の概要
イ．株式の取得の理由

　当社グループは、「成長と更なるイノベーションの創出」を中期テーマとする中期経営計画ローリン
グプラン（2024年６月期～2026年６月期）の下、成長の柱と位置付けるクラウドインテグレーション
事業の強化に取り組むとともに事業・業容の伸長に向け、顧客層の拡大と優秀な人材の確保、新規事業
へのチャレンジを進めております。
　株式会社コミュニケーション・プランニングは、創業45 年の確かな経営基盤を有するソフトウェア
開発及びIT ソリューションプロバイダーで、仮想空間技術を活用したXR ソリューション事業、地
図・位置情報ソリューション、人事領域を中心にしたERP 導入支援を行う人事システムコンサルティ
ング事業を手掛けております。
　同社の当社グループへの参画により、当社グループのサービスラインナップ拡充が図られる他、ERP
導入支援等の陣容に厚みが増すことで、事業の伸長につながると考えております。また、ともにエンジ
ニアのスキルアップや顧客層の拡大、新規事業へのチャレンジに取り組み、相互の更なる成長・発展を
通じて、顧客への提供価値向上を目指します。
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取得の対価 現金 600,108千円
取得原価 600,108千円

ロ．相手先企業の名称及びその事業の内容
相手先企業の名称　　株式会社コミュニケーション・プランニング
譲受事業の内容　　　XR ソリューション、地図・位置情報ソリューション、人事システムコンサルテ
　　　　　　　　　　ィング

ハ．企業結合日
2024年７月１日(みなし取得日)

ニ．企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

②被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

③主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　29,233千円

④発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

⑤企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びに主な内訳
現時点では確定しておりません。

⑶ 会社分割による持株会社体制への移行
当社は、2024年８月７日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制に移行するた

め、2024年７月１日に分割準備会社として設立した株式会社システムサポート分割準備会社との間で吸
収分割契約の締結を承認すること（係る吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割」といいます。）を
決議いたしました。本件分割後の当社は、2025年１月１日付（予定）で商号を「株式会社システムサポ
ートホールディングス」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業にあわせて変更
する予定です。

①持株会社体制への移行の目的・背景
　当社グループは、社是に「至誠と創造」を掲げ、「社会への貢献」、「顧客サービス向上」、「価値の
共有」の経営理念のもと、お客様や社会が持続的に発展していくためのソリューションの提供を行ってお
ります。また、人材育成や柔軟な働き方、多様性等に配慮した企業活動を行い、社会課題の解決に貢献す
るとともに、企業価値の持続的な向上を目指しております。
　この度、当社は更なる成長のため、より一層の経営のスピード化を図り、機動的かつ柔軟な経営判断を
可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行する方針を決定い
たしました。
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　また、各事業会社の経営を有為な人材に担わせることにより、次世代の経営人材を育成するとともに、
グループの企業価値をさらに向上させるため、既存事業の持続的な成長と収益力の強化に加え、既存事業
で培った技術基盤を生かした新たな事業領域への進出可能性を追求し、革新的なテクノロジーの活用によ
る収益モデルの多様化や新規ビジネス機会の創出を加速して参ります。

②持株会社体制への移行の要旨について
イ．本件分割の日程

吸収分割契約承認取締役会　　　　　　　　2024年８月７日
吸収分割契約締結　　　　　　　　　　　　2024年８月７日
吸収分割契約承認定時株主総会　　　　　　2024年９月26日（予定）
吸収分割の効力発生日　　　　　　　　　　2025年１月１日（予定）

ロ．本件分割の方式
本件分割は、当社を吸収分割会社（以下「分割会社」といいます。）とし、株式会社システムサポー

ト分割準備会社を吸収分割承継会社（以下「承継会社」といいます。）とする分社型の吸収分割により
行います。

ハ．本件分割に係る割当の内容
当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本件分割に際して、承継会社は承継対

象権利義務の対価の交付を行いません。
ニ．本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社の発行する新株予約権については、本件分割による取扱いの変更はありません。
当社は、新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項はありません。

ホ．本件分割により増減する資本金等
本件分割に伴う当社の資本金の増減はありません。

ヘ．承継会社が承継する権利義務
承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割に係る吸収分割契約に規定

されるグループ管理事業以外の全ての事業に係る資産、債務その他の権利義務といたします。また、当
社の上記事業に属する全従業員（パートおよびアルバイトを含む）との間の雇用契約上の地位及びこれ
らの契約に基づき発生した一切の権利義務については、承継会社に承継いたします。

なお、承継会社が当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたしま
す。

ト．債務履行の見込み
本件分割後、当社及び承継会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれており、また、本件

分割後の収益見込みについても、当社及び承継会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態
は現在のところ予測されていません。

以上より、本件分割後において当社及び承継会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断
しています。
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③会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づ
き、共通支配下の取引として処理する予定です。

⑷ 自己株式の取得
当社は、2024年８月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、自己株式の取得を以下のとお
り実施いたしました。

①自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的として自己株式の取得を行うものです。

②自己株式の取得に係る事項の内容
イ．取得する株式の種類　当社普通株式
ロ．取得する株式の総数　150,000株(上限)

発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.4％
ハ．取得価額の総額　　　268,200千円(上限)
ニ．取得日　　　　　　　2024年８月15日
ホ．取得方法　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け

③自己株式の取得結果
上記買付による取得の結果、2024年８月15日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)により当社普通株式150,000株を268,200千円で取得し、当該決議に基づく自己株式の
取得を終了いたしました。
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(2023年７月 1 日から
2024年６月30日まで)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計 利益準備金

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 723,323 593,246 22,141 615,387 7,160 1,813,264 1,820,424
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △362,424 △362,424
当 期 純 利 益 940,492 940,492

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 578,068 578,068
当 期 末 残 高 723,323 593,246 22,141 615,387 7,160 2,391,333 2,398,493

株 主 資 本
純資産合計

自己株式 株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 △18,826 3,140,310 3,140,310
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △362,424 △362,424
当 期 純 利 益 940,492 940,492

当 期 変 動 額 合 計 － 578,068 578,068
当 期 末 残 高 △18,826 3,718,379 3,718,379

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

イ. 商品及び製品
・個品管理を行っているもの

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）を採用しております。

・上記以外のもの 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

ロ. 仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）を採用しております。

ハ. 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～41年
構築物 15年
車輌運搬具 ４年
工具、器具及び備品 ３～15年
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
・市場販売目的ソフトウエア 見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。
・自社利用ソフトウエア 社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しており

ます。
・その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。

⑶　引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 品質保証引当金 客先納入後の品質保証等の費用に備えるため、実績率に基づき算出した
発生見込額を計上しております。また、個別に見積可能な費用について
は、発生見込額を見積計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく当事業
年度末要支給額を計上しております。
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⑷　重要な収益及び費用の計上基準
① 受注制作のソフトウエア開発

契約に基づく開発作業を進めるにつれ顧客に対する履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足
に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、プロジ
ェクトの総見積原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合（原価比例法）によって算定してお
ります。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費
用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。また、
契約における開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約に
ついては、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。さらに、作業工数等に基づき、
履行が完了した部分に対する対価の額を顧客から受け取る権利を有している場合には、請求する権利を
有している金額で収益を認識しております。

② サービス提供型業務
契約期間の経過に応じてサービス提供が行われる取引については、当該サービス提供期間内で日々履

行義務を充足していると判断し、期間経過に応じた収益を認識しております。
③ ライセンスの供与

当社グループにおける主なライセンスであるソフトウエアについては、供与後に当社が知的財産の形
態又は機能性を変化させる活動又はライセンス期間にわたって知的財産の価値を維持するための活動を
実施する義務を負わないため、使用権として一時点（ライセンス供与時）で収益を認識しております。
ソフトウエアがクラウドサービス上で提供される場合には、通常、それらを単一の履行義務として、ク
ラウドサービスの収益と同じ時期で収益を認識しております。ソフトウエアをサポートサービスと合わ
せて販売している場合には、通常、それぞれ別個の履行義務として、ソフトウエアにかかる収益とサポ
ートサービスにかかる収益は別個に認識しております。

④ 製品・ソフトウエア販売
製品・ソフトウエア販売の主な内容はサーバーやネットワーク機器等のハードウエアまたはソフトウ

エアの販売及び保守です。これらの履行義務は、ハードウエア、ソフトウエア等の販売は顧客に引き渡
した時点、保守はサービスの提供期間にわたり充足していくと判断しております。そのため、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、もしくは、移転するにつれて収益を認識しております。
なお、上記いずれの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから概ね３ヵ月以内に受領してお

り、重要な金融要素を含んでおりません。
⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しております。

② 退職給付に係る会計処理 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。確定拠出年金制度の退
職給付に係る費用は、拠出時に費用として認識しております。
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当事業年度売上高 12,563,604千円
上記のうち、進捗中のプロジェクトにつき原価比例法により計上した金額 394,109千円
当事業年度契約資産 352,686千円

関係会社株式 234,209千円
短期貸付金 5,600千円
長期貸付金 249,133千円
長期貸付金に係る貸倒引当金 4,244千円

2. 会計上の見積りに関する注記
⑴受注制作のソフトウエア開発に係る収益認識

①当事業年度の計算書類に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）⑵ 受注制作のソフトウエア開発に係る収益

認識②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。

⑵関係会社投融資の評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

市場価格のない関係会社株式は、実質価額が取得価額に比べ著しく下落した場合、事業計画等により
回復可能性が裏付けられる場合を除き減損処理を行っております。

関係会社に対する貸付金については、関係会社の財政状態の悪化により回収可能性に疑義が生じた場
合には債権の区分に基づき貸倒引当金を計上しています。

ロ．主要な仮定
市場価格のない関係会社株式及び長期貸付金の回収可能性の判断については、関係会社の過年度にお

ける損益の状況、債務超過の程度、貸付金の回収状況並びに事業計画等に基づいて算定しております。
ハ．翌事業年度の計算書類に与える影響

将来の不確実な経済条件の変動等により事業計画等の見直しが必要となった場合、翌事業年度の計算
書類において、関係会社株式の減損処理及び長期貸付金に対する貸倒引当金の計上による損失が発生す
る可能性があります。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 240,773千円

株式会社Ｔ４Ｃ 2,458千円

短期金銭債権 17,691千円
長期金銭債権 249,133千円
短期金銭債務 11,524千円

当座貸越極度額 2,350,000千円
借入実行残高 660,000千円

差引額 1,690,000千円

売上高 46,491千円
売上原価 78,171千円
販売費及び一般管理費 31,911千円

営業取引以外による取引高 11,676千円

普通株式 25,026株

3. 追加情報
(退職給付制度の移行)

当社は、2023年７月１日付で確定給付企業年金制度を確定拠出企業年金制度へ全額移行し、「退職給付
制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 2016年12月16日)及び「退職給付制度
間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号 2007年２月７日）を適用しており
ます。

これに伴い、当連結会計年度において、退職給付制度終了益25,132千円を特別利益に計上しておりま
す。

4. 貸借対照表に関する注記

⑵　保証債務
次の関係会社について、リース会社からのリース債務残高に対して債務保証を行っております。

⑶　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

⑷　当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行９行との当座貸越契約を締結しております。この
契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

5. 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　営業取引による取引高

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
未払事業税 23,559千円
未払賞与 178,965千円
未払社会保険料 28,303千円
減価償却超過額 4,747千円
減損損失 31,338千円
関係会社株式評価損 51,354千円
貸倒引当金 19,349千円
役員退職慰労引当金 58,667千円
その他 37,933千円

繰延税金資産小計 434,219千円
評価性引当額 △149,823千円

繰延税金資産合計 284,395千円

法定実効税率 30.6％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2％
住民税均等割 0.7％
評価性引当額の増減 1.5％
賃上げ促進税制による税額控除 △5.1％
その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.9％

7. 税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
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種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合（％）

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高

( 千 円 )

子会社 株式会社アクロス
ソリューションズ

所有
直接100

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注1）

利息の受取
（注1）

42,009

2,741

短 期
貸 付 金

長 期
貸 付 金

5,600

58,656

子会社 株式会社ＳＴＳデ
ジタル

所有
直接100

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
（注1）

利息の受取
（注1）

190,476

1,085

長 期
貸 付 金

（注2）
190,476

１株当たり純資産 359円09銭
１株当たり当期純利益 90円83銭

8. 関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
（注2）長期貸付金に対し、当事業年度において4,244千円の貸倒引当金繰入額を計上し、当事業年度末現

在、同額の引当金残高となっております。

9. 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
　連結注記表「収益認識に関する注記」に同様の記載をしているため、記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記
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11. 重要な後発事象に関する注記
⑴ 取得による企業結合

　当社は、2024年６月20日開催の取締役会において、株式会社コミュニケーション・プランニングの株
式を取得し、子会社化することを決議し、当該決議に基づいて2024年７月26日付で株式取得の手続きを
完了しております。

①企業結合の概要
イ．株式の取得の理由

　当社グループは、「成長と更なるイノベーションの創出」を中期テーマとする中期経営計画ローリン
グプラン（2024年６月期～2026年６月期）の下、成長の柱と位置付けるクラウドインテグレーション
事業の強化に取り組むとともに事業・業容の伸長に向け、顧客層の拡大と優秀な人材の確保、新規事業
へのチャレンジを進めております。
　株式会社コミュニケーション・プランニングは、創業45 年の確かな経営基盤を有するソフトウェア
開発及びIT ソリューションプロバイダーで、仮想空間技術を活用したXR ソリューション事業、地
図・位置情報ソリューション、人事領域を中心にしたERP 導入支援を行う人事システムコンサルティ
ング事業を手掛けております。
　同社の当社グループへの参画により、当社グループのサービスラインナップ拡充が図られる他、ERP
導入支援等の陣容に厚みが増すことで、事業の伸長につながると考えております。また、ともにエンジ
ニアのスキルアップや顧客層の拡大、新規事業へのチャレンジに取り組み、相互の更なる成長・発展を
通じて、顧客への提供価値向上を目指します。

ロ．相手先企業の名称及びその事業の内容
相手先企業の名称　　株式会社コミュニケーション・プランニング
譲受事業の内容　　　XR ソリューション、地図・位置情報ソリューション、人事システムコンサルテ
　　　　　　　　　　ィング

ハ．企業結合日
2024年７月１日(みなし取得日)

ニ．企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
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取得の対価 現金 600,108千円
取得原価 600,108千円

②被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

③主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　29,233千円

④発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

⑤企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びに主な内訳
現時点では確定しておりません。

⑵ 会社分割による持株会社体制への移行
当社は、2024年８月７日開催の取締役会において、会社分割の方式により持株会社体制に移行するた

め、2024年７月１日に分割準備会社として設立した株式会社システムサポート分割準備会社との間で吸
収分割契約の締結を承認すること（係る吸収分割契約に基づく吸収分割を「本件分割」といいます。）を
決議いたしました。本件分割後の当社は、2025年１月１日付（予定）で商号を「株式会社システムサポ
ートホールディングス」に変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業にあわせて変更
する予定です。

①持株会社体制への移行の目的・背景
　当社グループは、社是に「至誠と創造」を掲げ、「社会への貢献」、「顧客サービス向上」、「価値の
共有」の経営理念のもと、お客様や社会が持続的に発展していくためのソリューションの提供を行ってお
ります。また、人材育成や柔軟な働き方、多様性等に配慮した企業活動を行い、社会課題の解決に貢献す
るとともに、企業価値の持続的な向上を目指しております。
　この度、当社は更なる成長のため、より一層の経営のスピード化を図り、機動的かつ柔軟な経営判断を
可能にするグループ運営体制を構築することが望ましいと判断し、持株会社体制へ移行する方針を決定い
たしました。
　また、各事業会社の経営を有為な人材に担わせることにより、次世代の経営人材を育成するとともに、
グループの企業価値をさらに向上させるため、既存事業の持続的な成長と収益力の強化に加え、既存事業
で培った技術基盤を生かした新たな事業領域への進出可能性を追求し、革新的なテクノロジーの活用によ
る収益モデルの多様化や新規ビジネス機会の創出を加速して参ります。
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②持株会社体制への移行の要旨について
イ．本件分割の日程

吸収分割契約承認取締役会　　　　　　　　2024年８月７日
吸収分割契約締結　　　　　　　　　　　　2024年８月７日
吸収分割契約承認定時株主総会　　　　　　2024年９月26日（予定）
吸収分割の効力発生日　　　　　　　　　　2025年１月１日（予定）

ロ．本件分割の方式
本件分割は、当社を吸収分割会社（以下「分割会社」といいます。）とし、株式会社システムサポー

ト分割準備会社を吸収分割承継会社（以下「承継会社」といいます。）とする分社型の吸収分割により
行います。

ハ．本件分割に係る割当の内容
当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本件分割に際して、承継会社は承継対

象権利義務の対価の交付を行いません。
ニ．本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社の発行する新株予約権については、本件分割による取扱いの変更はありません。
当社は、新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項はありません。

ホ．本件分割により増減する資本金等
本件分割に伴う当社の資本金の増減はありません。

ヘ．承継会社が承継する権利義務
承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割に係る吸収分割契約に規定

されるグループ管理事業以外の全ての事業に係る資産、債務その他の権利義務といたします。また、当
社の上記事業に属する全従業員（パートおよびアルバイトを含む）との間の雇用契約上の地位及びこれ
らの契約に基づき発生した一切の権利義務については、承継会社に承継いたします。

なお、承継会社が当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものといたしま
す。

ト．債務履行の見込み
本件分割後、当社及び承継会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれており、また、本件

分割後の収益見込みについても、当社及び承継会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態
は現在のところ予測されていません。

以上より、本件分割後において当社及び承継会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断
しています。

③会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づ
き、共通支配下の取引として処理する予定です。
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⑶ 自己株式の取得
当社は、2024年８月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、自己株式の取得を以下のとお
り実施いたしました。

①自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的として自己株式の取得を行うものです。

②自己株式の取得に係る事項の内容
イ．取得する株式の種類　当社普通株式
ロ．取得する株式の総数　150,000株(上限)

発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.4％
ハ．取得価額の総額　　　268,200千円(上限)
ニ．取得日　　　　　　　2024年８月15日
ホ．取得方法　　　　　　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け

③自己株式の取得結果
上記買付による取得の結果、2024年８月15日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)により当社普通株式150,000株を268,200千円で取得し、当該決議に基づく自己株式の
取得を終了いたしました。

－ 35 －


